
情報提供用文書の記載例と文書の活用方法

令和８年度診療報酬改定の内容を受けて、すべての様式について変更や軽微な修正等を行い、

新設された項目等に対応する活用方法を追記しています（赤字部分）。また、令和６年度改定版

の様式を、同８年度版の内容として準用するための追加記載事項等もお示ししています。この

様式を用いて、患者への情報提供のほか、治療計画等の策定にも利用できます。

患者への情報提供は、患者の療養上の医学管理や治療の効果を高め、また、文書提供が医療

保険の算定要件となっているものについては、効率的に文書作成ができるように様式を定めま

した。

文書の記載内容については、可能な限り簡便な様式に設計してありますが、算定項目によっ

ては、項目のチェックだけではなく、手書きで必要な事項を補記すべきものがありますので、

本活用ガイドの記載例を参考に過不足のない提供文書や治療計画書を作成してください。ま

た、画一的な文書ではなく個々の患者の疾病状態や治療方針の変更などに応じた記載を心がけ

るようにお願いいたします。
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文書様式１初回用 歯科疾患管理・口腔機能管理・小児口腔機能管理

本様式は歯科疾患管理料の一回目算定時に提供する文書を例示したもの

患者の歯科治療及び口腔管理を行う上で必要な

基本情報で、該当項目に☑する。該当項目がない

場合や必要事項は【その他】欄を活用して記載す

る。※患者が記入する必要はない。

○歯周病の状態、う蝕の有無など

歯周病の検査を行った場合は該当項目に☑する。

その他の歯科疾患がある場合は【その他】欄に記

載する。

【今後の治療の予定】該当項目に☑する。

【その他】欄には項目以外の治療の概要等

を記載する。また、治療回数や治療期間を

記入することでも良い。

継続的な治療や指導管理が必要な場合は

「継続的な口腔機能の管理」に☑し、今

後の治療方針や指導管理について患者に

分かりやすく説明する。

なお、有床義歯に係る口腔管理を並行して

行っていく場合には、「継続的な義歯の管

理」に☑を入れる。

【改善目標】

患者の生活習慣や口腔機能の改善や獲得などの

目標について該当項目に☑する。その他の改善目

標や管理する上での留意事項や説明した内容な

どは【その他】欄を活用して記載する。

（記載例）

・肥満やストレスの発散のため運動する

・過度の飲酒を控える

・指しゃぶりに気をつける

・週一回は口の中を観察する

・口腔内細菌による肺炎のリスク

・服用薬と口腔症状の関係

・妊娠と歯周病やう蝕

・よく噛むことと認知症予防

・ストレスと歯周病や顎関節症

・口腔の発育と噛める子どもの関係

【口腔内の状況】

う蝕、歯冠修復、欠損補綴の状況、歯周病

検査結果や軟組織(歯肉、頬粘膜、口蓋、舌、

口唇等)の状態や疾患の部位など記入する。

〇口腔機能の状態

口腔機能の低下や小児の口腔機能発達不全が認

められる場合は該当項目に☑する。内容について

は、患者にわかりやすく説明する。

【その他・特記事項】

関連する検査や画像診断等を行った場合は結果

の要点や特記事項を記載する。
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文書様式１初回用 旧様式を新様式として準用する際の追加記入事項等

有床義歯に係る口腔管理を実施する場合には、□その他に☑を入れた上で、（ ）内に継続的な義歯の

管理などと記載する。
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文書様式１継続用 歯科疾患管理・歯周病継続支援治療・口腔機能管理・小児口腔機能管理

本様式は歯科疾患管理料の二回目以降算定時に提供する文書を例示したもの

前回との変化や新たに必要となった指導、管理

項目、治療計画の変更などを記入する。

歯周病継続支援治療・口腔機能管理・小児口腔

機能管理の管理計画などにも使用できる。

これまでの生活習慣の変化や口腔機能の改善

や獲得を踏まえた今後の改善目標など該当す

る項目に☑を入れ、必要に応じ患者がわかりや

すいように【その他】欄を活用する。

○歯周病の状態、治療が終了していないう蝕の

有無、口腔機能などの歯科疾患の状態や新たに

実施した関連する検査や結果の要点などを記

載して患者にわかりやすく説明する。

【今後の治療の予定】

・引き続き行う治療の予定について該当する項目に☑し、その他の歯科疾患の治療予定は【その他】

欄に記載する。

・治療方針に変更がなければ、「治療方針変更なし」に☑を入れる。

・歯科疾患の重症化予防の観点から行う、ＳＰＴ、エナメル質初期う蝕管理や口腔機能の低下や獲得

など継続的な治療や指導管理が必要なものについては該当項目に☑し、これまでの治療経過、定期

的評価、今後の治療方針や指導管理などについて患者にわかりやすく説明し、その要点を【その他】

欄等を活用し記載する。特に歯科疾患管理料の長期管理加算を算定する場合においては、適切な項

目に☑を入れたうえで、適宜【その他】欄も活用して記載の充実に努める。

・並行して有床義歯に係る口腔管理を行う場合には、「継続的な義歯の管理」に☑を入れる。

これまで行った治療に☑を入れたうえで、その

他の歯科疾患や、必要に応じ治療経過などを

【その他】欄に記載する。

【口腔内の状況】

口腔内の状態や変化の記録などに活用する。歯

式の図は歯周病基本検査や混合歯列期歯周病

検査の記録用紙としても利用できる。
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文書様式１継続用 旧様式を新様式として準用する際の追加記入事項等

継続支援 に修正 削除

有床義歯に係る口腔管理を実施する場合には、□その他に☑を入れた上で、（ ）内に継続的な義歯の

管理などと記載する。
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文書様式２ 義歯・ブリッジ・冠の管理

本様式は補管あるいは義管算定時に提供する文書を例示したもの

○ブリッジ・冠の管理

クラウン・ブリッジ維持管理料を算定して

いる場合、その旨を院内掲示した上でブリ

ッジや冠を装着時に☑を記入し、歯式図にそ

の部位を明記した上で文書提供する。

○新製有床義歯管理料

「義歯使用上の注意について」に☑をして、

新製有床義歯装着の場合に提供する文書様

式とする。

歯式図に装着した義歯を描いて、(記入例参

照)

着脱方法については、

 ＿ 奥＿＿＿ より装着

 ＿手前＿＿＿より外す

などと記入する。

新製有床義歯管理料の「有床義歯補強加算」を

算定するに当たり、義歯等に歯科用金属芯を

入れた場合、当該箇所にその旨を図等で表す。

同日に複数の有床義歯を装着した場合であっても、複数の義歯に関する取扱方法等、当該有

床義歯の管理に係る情報が記載されていれば、１枚の文書により提供しても差し支えない。

（R8.4.20 疑義解釈通知その 3）
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文書様式３ お口の健康管理

本様式は歯科衛生実地指導 1、口腔機能実地指導、訪問歯科衛生指導(初回)を算
定する際に提供する文書を例示したもの

○歯と歯肉の状態

歯科衛生実地指導（実地指）では、

・歯及び歯肉等口腔状況の説明

・う蝕、歯周病に罹患している患者には、プラーク

チャ－ト等を用いたプラークの付着状況の指摘及

び患者自身によるブラッシングを観察した上での

プラーク除去方法の指導

・患者の状態に応じて必要な事項

・歯式にはプラークの付着状況を記入する。

○指導内容

指導した該当項目に☑または具体的な内容と指導時

間(開始時刻・終了時刻)を記載する。

・歯みがきの時、舌の表面もきれいにしましょう

・歯ブラシは握らずペングリップで

・強い横みがきは、くさび状欠損の原因となること

があります。

○お口の機能チェック、お子さんのお口の機能の問

題、お口の機能のチェック

口腔機能実地指導（口指導）を算定する場合、口腔

機能低下、もしくは口腔機能発達不全にかかる実地

指導の実施が算定要件となるため、実施した指導等

の内容に基づいて得られた情報等について、合致す

るものに☑を入れる。

※旧様式（R６年度版）を使用しての取り繕いが困難

（書ききれない など）と思われる場合は、左掲の新

様式のご購入をお薦めします。左側に歯科医師名、

右側に歯科衛生士名を記載する。

（衛生士名は苗字のみで可）

（R8.4.1 疑義解釈通知その 2）
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文書様式 3 旧様式を新様式として準用する際の追加記入事項等

口腔機能実地指導料の算定時には、

こちらの空きスペースを利用して、

・小児患者（小機能）

・口腔機能低下の患者（口機能）

の口腔機能の問題や留意事項など

を可能な限り詳細に記載する。

実地指導の内容との差異を明確に

記載することがポイント！！

口腔機能実地指導料を実施した際に本様式を活用

する場合には、口腔機能実地指導  と追記する。

本様式（旧様式）を新様式として活用するためには、追記事項がかなり多く

なるため、新様式（R８年度版）の購入を推奨。
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文書様式４ 歯と口・口腔機能の治療管理

本様式は歯科疾患在宅療養管理・退院時共同指導算定時に提供する文書を例示し

たもの

【管理方針・治療方針】

●歯科疾患在宅療養管理料の場合、歯科疾患や

口腔機能の評価を踏まえた管理計画の内容や

継続的な管理に必要な事項等を記載する。

●本様式は在宅患者訪問口腔リハビリテーショ

ン指導管理料の管理計画書に用いることがで

きる。この場合、歯科疾患在宅療養管理料の記

載内容に加え、摂食機能障害に対する指導管

理（訓練）の内容の要点等を記載する。

●関連する検査等を行った場合は結果の要点や

特記事項を記載する。

●摂食機能療法に本様式を活用することもでき

る。

 ※管理計画については、個々の患者の状態に

応じ、摂食機能療法の実施内容・回数等を具体

的に記載する。

●口腔機能低下症に対する指導管理を行う場合

は日本歯科医学会の「口腔機能低下症に関す

る基本的な考え方」を参考とするとともにそ

の様式等を使用する。

 基本的な考え方は、日本歯科医学会のホーム

ページを参照。

●本様式は在宅歯科医療連携加算１・２の管理

計画書に用いることができる。加算 1 の場合

は歯科医師から、加算２の場合は医師、看護

師、介護支援専門員等からの情報提供を踏ま

えて管理計画を策定する。

特記事項には、【歯と口の状態】で☑を

入れた事項等が分かりやすいように図

示して、患者等に説明などを実施する際

に活用する。
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文書様式５ 訪問歯科衛生指導説明書

本様式は訪問歯科衛生指導算定時(初回及び再指導時)に提供する文書を例示した
もの

訪問歯科衛生指導の算定にあたっては

プラークチャ－トの必要はないが、プラ

ークチャ－トを情報提供したい場合や、

初回時など、口腔内状況を把握し、その

結果を記録する場合には文書様式 3 を

使用する。

担当した歯科衛生士の苗字、指導時間(開

始時刻・終了時刻)の記載が必要となって

いる。

なお、複数の歯科衛生士が訪問歯科衛生

指導を実施した場合は、同行した全ての

歯科衛生士の苗字を記載する。（複数名訪

問歯科衛生指導加算対応）

（R8.4.1 疑義解釈通知その 2）

在宅患者に対しての歯科衛生士による

指導は歯科医師の指示に基づくことに

なっており、青で囲った項目のうち歯科

医師が指示した事項について、□の欄外

に前もって歯科医師の指示とわかるよ

うに記載する。また、診療録にこの文書

を複写し添付することで診療録への記

載内容が簡略化できる。

この用紙を業務記録簿に添付すること

で、業務記録の記載内容が簡略化でき

る。
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文書様式の活用法

文書提供は、患者にとっては価値があるという中医協アンケート調査の結果もあり、日々の

診療の中で、文書の提供と説明に時間を割くことは大変かもしれませんが、医療保険の算定ル

ールとして、効果的に提供していただくことが重要です。

文書提供に工夫をすることで、医療機関の負担が軽減されるだけでなく、患者にも理解が得

られやすくなります。

ついては、効果ある活用方法を例示いたしますので、それぞれの医療機関で、地域の特性、

患者の年齢、理解度、性別、生活習慣等に合わせ、効果的な文書提供の一助としていただけれ

ば幸いです。

文書様式の活用法（１）

クラウン・ブリッジ維持管理料又は新製有床義歯管理料の算定文書と歯科衛生実

地指導料を併せた文書として利用する。

補管では以下の文面を書き加える。

【下図の部位にブリッジを装着しました。当

院は口腔内を清潔に保ち長く快適に使える

様に、2年間の維持管理を行っています。】

なお、義管では活用法（２）に示す義歯の取

り扱い等を記入する。

新たに義歯、クラウン、ブリッジを装着した

際には、鉤歯や支台歯の維持のためにはプラ

ークコントロールが重要であり、補綴物装着

時に実地指導を行うことは効果的である。

このため通常の実地指導に合わせて、指導を

行い、管理内容を追記することで1種類の文

書提供で済ませることができる。

歯科医師の指示のもとに行う、歯科衛生士に

よる実地指導の内容を記入する。

下図の部位にブリッジを装着しました。
当院は口腔内を清潔に保ち長く快適に使えるように、
2年間の維持管理を行っています。
不具合があればお気軽にお申し出ください。
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文書様式の活用法（２）

歯科衛生実地指導料の文書を混合歯列期歯周病検査用紙として利用する。

混合歯列期歯周病検査ではプラークチャート

が必要となるが、このチャートは歯科衛生実

地指導に活用することができる。

文書様式3の歯式図に、プラークチャートだ

けでなく、プロービング時の出血の有無を記

載する。

混合歯列期の児童、生徒に対して、2種類の

用紙を渡すこともなく、検査内容とそれに伴

う指導を分けて説明することもなく、患者の

理解や協力が得られやすくなる。また、医療

機関の負担も減少する。

歯科医師の指示のもとに行う、

歯科衛生士による実地指導内容を記入する。


